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平成２３年度 第４回 京都市民長寿すこやかプラン推進協議会摘録 

  

 

日  時 平成２４年２月２４日（金）１４時～１６時１５分 
場  所 京都府医師会館 ２階会議室 ２１２・２１３会議室 
出席委員 浜岡会長，内山委員，岡部委員，金井委員，北川委員，木村委員，源野委員， 

小林委員，里村委員，塩見委員，清水委員，関委員，田中(惠)委員， 
田中(泰)委員，近田委員，西川委員，西田委員，布川委員，羽賀委員，檜谷委員，

松本委員，村上委員，森川委員，山岸委員，山田委員，渡邊委員 
欠席委員 荒田委員，荒牧委員，田中(伸)委員，中田委員，林委員，山下委員，横山委員   
事務局  保健福祉局  足立介護・医療企画担当局長，圡井医務監 

長寿社会部  壁部長 
長寿福祉課 塩見課長，大西課長，安藤課長 
介護保険課 高橋課長，徳永課長 

      保健衛生推進室   
保健医療課 中西課長 

     都市計画局 住宅室  
住宅政策課 寺澤課長 

建設局 水と緑環境部 
  緑政課 若松課長補佐 

 
（開会）１４：００ 
＜開会・司会＞ 事務局 
＜報告，協議事項案内＞ 事務局 

＜あいさつ＞ 事務局 
 
＜報告事項＞ 

１ 第５期京都市民長寿すこやかプラン（案）中間報告に係る市民説明会及び 

パブリックコメントの実施結果について 

資料２ 第５期京都市民長寿すこやかプラン（案）中間報告に係る市民説明会及び 
パブリックコメントの実施結果について 

２ 平成２４年度京都市高齢者福祉関連予算（案）の概要等について 

資料３ 平成２４年度京都市高齢者福祉関連予算（案）の概要等について 
＜協議事項＞ 

１ 第５期京都市民長寿すこやかプラン（案）について 

資料１ 第５期京都市民長寿すこやかプラン（案） 
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＜資料説明＞ 事務局 
＜意見交換・質疑＞ 

 

村上委員  資料３について。 
まず，１ページの「地域における高齢者の居場所づくり支援」という新規事

業は，単純計算すると，５０箇所で１箇所当たり１３万円，１１０箇所で６万

円となるが，それくらいの支援があると考えていいのか。私の住んでいる区に，

住民が無料で利用できる憩いの場を提供されている方がいるので，この支援制

度が利用できるのであれば，その方にも伝えたいと思う。 
２点目として，３ページの「一人暮らしお年寄り見守りサポーター事業」に

ついて。各包括支援センターにおいて積極的に学習会を開催するということで，

予算もきちんと付けられたことを，非常に嬉しく思っている。 
最後に，３ページの重点課題２，「生きがいづくりと介護予防の推進」につい

て。これについて予算は書かれていないが，現状ではどのくらいあるのか。 
 
塩見課長  １点目の居場所づくりの予算については，運営と設備開設の経費を合わせた

額であり，運営の経費にはそれほど充てられないというのが実情である。今，

制度の中身を考えているところだが，居場所に対する支援については，開催頻

度なども考慮して，できるだけ細かく単価設定をしたいと考えている。 
２点目の見守りサポーターの学習会については，現在は全市一括で研修会を

実施しているが，サポーターの登録が１万人を超えていることから，今後は地

域の地域包括支援センターを１つの単位として学習会を行い，そのエリアのサ

ポーターと地域包括支援センターとの関係づくりができればよいと考えている。 
 

壁部長   ３点目の介護予防推進事業について。本市においては，伏見区に２箇所，そ

の他の行政区には１箇所ずつ，合計１２箇所の地域介護予防推進センターを整

備している。このような拠点事業及び二次予防の対象者の把握事業等を含めた

介護予防事業全体で，２４年度の当初予算として５億７，２００万円を上程し

ている。 
 

内山委員  資料３について。一般会計及び特別会計の介護保険事業と後期高齢者医療の

予算内訳は掲載されているが，介護保険事業には一般会計からの繰入金もある

はずなので，その金額も記載したほうがよいと思う。 
 

足立担当局長 介護保険事業の１，０８５億円のうち，約１６０億円が一般会計からの繰

入金となっている。御指摘に基づき，今後，資料を作る際には，一般会計から
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の繰入れの状況が分かるようにしたい。 
 

木村委員  資料１の９６ページ，「（３）主体的な健康づくりの推進」の四角の囲みの中

に，健康づくりの拠点である保健センター・支所が中心となって活動を展開し

ていくとあり，それを受けて，９７ページの２２９番では，地域の健康課題に

応じた保健施策の展開，保健・医療等に関する情報の収集，質の高い保健サー

ビスの提供を図るとある。２３０番では，栄養・食生活に関する相談指導を実

施し，歯と口の健康状態に起因する様々な全身性の病気の予防を図ると書いて

あるが，その際のマンパワーについてお尋ねしたい。 
口腔ケアに関しては，東日本大震災等でも重要性が認識され，また，京都府

の地域包括ケア推進機構の在宅療養あんしん病院の取組においても，誤嚥性肺

炎や，口腔内の状態の悪化により経口摂取が困難となり栄養状態が悪化するこ

とへの対応が重要視されている。そのような中，現在，京都市の保健センター・

支所には，保健師と看護師が約３００人，薬剤師と獣医師が約２００人，栄養

士が約２０人，レントゲン技師が約２０人いるが，歯科衛生士に関しては７人

しかいない。しかも，そのうち１人は本庁，１人は教育委員会に配属されてい

るので，実質は５人で１１行政区を回っている状態である。介護保険において

も歯科衛生士の重要性が指摘されていることなので，本プランの推進の際には，

歯科衛生士の充実についても御考慮いただきたい。 
 

圡井医務監 保健センターの充実は，介護保険及び高齢者保健福祉を進展させていく上で

は非常に重要だと認識している。先程，保健センターの中の幾つかの職種につ

いての人数を御紹介いただいたが，保健センター・支所で実施する事業内容は，

人数に応じて決まってくる。歯科衛生士に関しては，この１０年余りは現在と

変わらない人数で，複数の保健センターを掛け持ちしながら，また，本庁と保

健センターを行き来しながら，できるだけのことをやっているというのが実情

である。今回頂戴した御意見は，これからの保健事業の改善，進展を考える上

で参考にさせていただきたい。 
 
渡邊委員  昨年度実施した高齢者調査について，今後は，前期高齢者と後期高齢者を分

けて評価できるようにしていただきたい。国立長寿医療研究センター研究所長

の鈴木隆雄先生が，『超高齢社会の基礎知識』という本を著しておられるので，

委員の皆様や行政の方にもぜひ読んでいただきたい。鈴木先生は，健康施策に

ついては前期高齢者と後期高齢者に分けるべきだということを主張されている。

例えば，後期高齢者については，がん検診よりも，移動障害，排泄障害，摂食

障害への対応に重点を置くべきということを言われている。私も，今の介護予
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防の流れから考えると，前期高齢者と後期高齢者への対応を同等に考えるべき

ではないと思っている。今後は，前期高齢者と後期高齢者を分けて調査・分析

をしていただき，介護予防事業を含めた施策に反映していただければと思って

いる。 
 

塩見課長  今まで，前期高齢者，後期高齢者という切り口では考えていなかったので，

次回の調査を行う際に，参考にさせていただきたい。 
 

檜谷委員  全体的な感想であるが，近年は，福祉分野と住宅分野の連携がますます重要

になっており，加えて，今後は在宅福祉が基本になっていくという中で，住ま

いに関する言及はバリアフリーが中心になっているのが少し気になる。バリア

フリーはもちろん重要だが，それ以前に，例えば耐震性能や高齢期になっても

維持管理しやすい住まいという観点も，高齢者が安心して暮らせる住まいとい

うことでは大切な点である。この辺りは，住まいの部局で考えておられるとは

思うが，福祉の部局においても，その辺りの記述がもっとあれば，更に良くな

るのではないかと思う。 
また，資料３，１ページの居場所づくりの支援について。高齢者に気軽に集

まっていただける場所を地域の中で増やしていくということは，非常に大事な

ことだと私も思っている。さらに，このプランの中では世代間の相互理解とい

うことも強調されているので，施策の中でも，居場所を通して高齢者と若い方

や子どもなどがつながっていくということに言及することにより，プランとの

整合性がより明確に見えてくるのではないかと感じた。 
 

寺澤課長  耐震改修については，市民の方がより使いやすくなるように，今，新たな制

度を検討している。 
福祉分野と住宅分野の連携について。サービス付き高齢者向け住宅の登録が

現在５件あるが，福祉の関係でも住宅が非常に多様になっているので，そのよ

うな情報の発信等も，福祉部局と連携し，民間事業者の協力も得ながらやって

いきたいと思っている。 
 

塩見課長  居場所については，資料１，７３ページの１０１番に記載しているとおり，

高齢者どうし，また，高齢者と若者や子どもたちとの世代を超えた交流を推進

する場所として考えている。 
 資料３においては，そこまで記載できていなかったが，施策を進めていくう

えでも，世代を超えた交流の必要性については認識している。 
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清水委員  資料１について。 
１点目として，１３４ページの４４５番に「介護職員等を対象として本市独

自の認定制度を創設します」とあるが，人材が定着しないという課題に対して

重要である。具体的にはどういうものを考えているのか。 
２点目として，人材の育成，養成等について。例えば，９７ページの２３２

番に「保健・医療分野における人材の資質向上と育成」とあるが，特に歯科衛

生士の役割について，療養病床では歯科衛生士がいることで入院患者の肺炎罹

患率が非常に減ったとか，口から食べる人たちが増えたということがあるので，

歯科衛生士に関する認識を新たにしていただき，ここの中にも明記していただ

ければと思う。また，それ以外の専門職についても，例えば奨学金を出すなど

して養成を促進するとともに，定着，確保のための政策も考える必要があると

思う。 
３点目として，介護保険事業所への支援について。介護保険事業は事業所が

なければ動かないものである。事業所に対しても，何らかの支援を考えている

のか。 
４点目は，第三者評価等支援機構の会長としての立場からの意見だが，第三

者評価についても，例えば評価を受ける事業所に対して補助金を出すなどの支

援をしていただければと思う。 
５点目は，療養病床協会としての意見だが，２８ページの「基盤整備の状況」，

及び１２２ページの「介護保険施設の整備等目標数」の中に，介護療養病床の

記載がない。介護療養病床は平成２４年３月３１日限りで廃止ということにな

っていたが，６年間の延長が決まっている。新規開設は認められていないもの

の，施設自体は残っているので，これを見た人が誤解をしないように，お願い

したいと思う。 
 

塩見課長  １点目の認定制度については，まだ具体的ところまでは考えていない。ただ，

御指摘のとおり，人材がなかなか定着しないという問題があるので，定着を促

進するために，キャリアを認定するようなシステムをつくり，その認定制度が

職場でのステップアップのための１つのツールになればよいと考えている。 
 

髙橋課長  ５点目の，２８ページと１２２ページに療養病床の記載がないという御意見

については，この両ページは一部の介護サービスについて抜粋で書いており，

１４５ページに全ての整備等目標数を書いている。御指摘を参考にして，誤解

のないような記載の仕方を考えたい。 
４点目の第三者評価への支援については，１２９ページの４２４番の中に記

載を追加している。 
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圡井医務監 ２点目の人材育成について。９７ページの２３２番に「保健・医療分野にお

ける人材の資質向上と育成」として事業を挙げているが，歯科衛生士を明記し

てほしいというご意見については，特化した職種の名前をここに入れることは

難しいと考える。しかしながら，口腔保健は非常に大事なので，今後検討はし

ていきたい。 
 

壁部長   ３点目の事業者に対する支援について，個々の事業者に対して補助金等の支

援をすることは考えていない。事業をどのように進めていただくかという部分

での支援については，個々の事業者や職員などの意見をお聞きしながら，検討

していきたいと考えている。 
 

源野委員  １０７ページの「地域における関係機関の連携」の図の中に消防署という記

載があるが，このプランには防犯などの問題についても出てくるので，警察署

についても記載していただければと思う。 
 

小林委員  これは参考意見として聞いていただければと思うが，プランの表紙のサブタ

イトルについて，１行目に「地域の絆」，２行目に「みんなの力」という形で書

かれているが，この意図から考えるとどちらも同様に重要なので，並びを変え

て，「みんなの力と地域の絆でつながり，幸福を実感できる高齢期を，魅力あふ

れるこのまちで」としてはいかがかと思う。 
 

村上委員  先程，超高齢者社会という話があったが，私自身も７７歳となり，自分の将

来を考えると，年金の減少，消費税の引き上げ，震災等の災害，更には介護施

設での虐待などもあり，不安は増大していくばかりである。今後，このプラン

を進める上では，時勢に応じて柔軟に対応ができるように，議論を継続してい

ただきたいと願っている。 
私は，薬や医師のお世話になりながら生きているような状態なのだが，外見

は元気に見えると言われる。それは生きがいを持っているからだろうと，私自

身は思っている。専門家も，高齢者が生きがいを持つことは非常に重要であり，

そのことが介護保険給付費や医療費の削減にもつながると指摘しているので，

来年度からのプランの推進に当たっては，生きがいづくりを強調していただき

たいと思っている。 
私の生きがいの１つに，フェイスブックとかツイッターを通じての様々な方

との交流がある。インターネットを使えば，家にいても人との絆をつくること

ができる。私は今，近所の人だけではなく，京都市民，日本国中の人が私を支
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えてくれているという実感を持っている。このようなことから，ネット社会と

高齢者の関係も，今後研究するべき課題ではないかと思っている。 
また，生きがいづくりのためには，生涯教育も、より充実しなければならな

いと思う。また，老化によって視力を失うことにも備えて，図書館での朗読サ

ービス，点字を教える教室，いろいろな機器の普及も考えていかなければなら

ないと思う。 
このように，様々な方向から，超高齢社会を生きている高齢者の悩み，不安

を解消していくよう，努力を継続していただきたいと願っている。 
 

布川委員  資料１について。１３２ページの４３４番で「地域における切れ目のない総

合的なリハビリテーションサービス体制の充実」という事業があるが，具体的

な内容が分かれば教えていただきたい。 
 

足立担当局長 リハビリテーションについて，本市では全国に先駆けて，御前四条にある

身体障害者リハビリテーションセンターで総合的に取り組んでいる。最近は，

従来の身体障害だけではなく，脳卒中によるリハビリ，心臓のリハビリ，がん

のリハビリ等，対象が広がってきており，重要性も増している。そのような中，

今後，リハビリテーションにどのように取り組んでいくかというのは大きな課

題だと認識している。 
平成２４年度については，具体的な予算措置はしていないが，外部の専門家

の協力を得て，一定の考え方を取りまとめていきたいと考えている。 
 

布川委員  資料１，６３ページの図について。リハビリテーションに関しては，京都府

では地域リハビリテーション支援センターが設置され，活動を始めている。ま

た，今年度は，地域リハコーディネーターという新しい職種をつくって，地域

包括支援センターと地域リハビリテーション支援センターが，相互に助言や情

報提供を行ったり，共同で相談事業等も行っているのだが，京都市の場合はど

のような形を考えられているのか。 
 

足立担当局長 京都市のリハビリテーションセンターの在り方については，京都府と整合

を図る必要もあるので，役割分担も含めて，考えていきたいと思っている。 
 

塩見課長  先ほど村上委員から頂いたいろいろな御意見については，参考にさせていた

だいて，今後に生かしていきたいと思っている。 
 

内山委員  ３点感想を述べたいと思う。 
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１点目として，介護財政についての説明がもう少し必要ではないかと考える。

例えば，資料１，４９ページの保険給付費及び１４８ページの「保険給付費等

の事業費の推計」について。介護保険の実施主体は市町村だが，実質は国と自

治体の共同事業となっており，国の負担もかなりあるので，そのことが分かる

ように財源の内訳などを加えていただければと思う。今回は１号被保険者の保

険料が上がるので，その理解を求める上でも，財政状況は示しておくべきでは

ないか。また，可能であれば，１号被保険者保険料を９段階から１０段階に分

けたことについても，段階を分ける根拠等の説明がもう少しあると，市民に理

解してもらいやすいのではないかと感じた。 
２点目として，これは要望なのだが，京都市は人口が１００万人以上の規模

なので，行政区単位で，区長や区政を重視していただきたいと思っている。ま

た，区によってかなり事情が違うので，そういうことに対応した施策となって

いるということをもう少し明記したほうがよいのではないかと感じる。 
３点目は，サブタイトルに使用されている「幸福」という言葉について。「幸

福」というのは行政だけで実現できるものではないので，ここでは適切ではな

いように思う。むしろ，「生きがい」とか「安心」のほうが適切だと感じる。 
 

西田委員  資料１，１７ページでは，ふだん親しくしている人について「いない」，「そ

の他」，「不明・無回答」という回答が約２割あり，１８ページでも，今後参加

したいと思う活動について「ない」，「その他」，「不明・無回答」を合わせると

約５割ある。このような方たちについて，京都市はどのように考えているのか。 
２点目として，私は傾聴ボランティアをしているのだが，最近は様々な方が

養成講座を受けるようになってきており，聴くということの大切さが一般に認

識されてきていると実感している。傾聴というのは，苦しみや悩みを話しても

らうことで，その方の中で問題が整理され，気持ちが和らいで，また生きる力

が湧いてくるという仕組みの取り組みである。話の内容は非常に多岐にわたり，

老人ホーム，デイサービス，ホスピスなどで，認知症の方，障害のある方，寝

たきりの方，うつの方などを対象に，ただ相手に寄り添って話を聴くという活

動を続けている。悩みを聴く中では，聴いている人自身も気持ちが落ち込むよ

うなこともあるが，みんな守秘義務を強く意識して取り組んでいる。 
このような支援も非常に大事だと思っているが，このプランの中には傾聴ボ

ランティアという言葉が出ていないので，ぜひそのような活動があることも念

頭に置いておいていただければと思い，紹介させていただいた。 
 

山田委員  資料１について。 
１点目として，４０ページの「要介護度別認定者数の推移」の表を見ると，
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２３年１２月は，要支援１，２と要介護１の方で，大体４割を占めている。こ

れからますます高齢化が進み，後期高齢者が増える中では，要支援１，２及び

要介護１の方については，元気な状態をもう少し維持していただき，認定を受

けないようにすることに真剣に取り組まなければならないと感じている。そう

いう意味で，今回の居場所づくりというのは非常に重要である。９７ページの

２２８番の保健師の訪問事業などを推進して，居場所につなげながら，出来る

限り元気な状態を維持していただく仕組みづくりをしていかなければならない

と考えている。そのためには，１３５ページの【横断的な取組】も，居場所を

絡めた書き方にする方がよいと思っている。 
２点目として，先ほど清水委員からも質問があったが，１３４ページの４４

５番の京都市独自の認定制度については，ぜひ積極的に検討していただきたい

と思っている。 
 

髙橋課長  内山委員からの御指摘のうち，財源と給付についてしっかりと書くべきとい

う指摘と，保険料の段階設定についての考え方についての補足的な説明が必要

という指摘については，市民にきちんと理解いただくことが大切だと考えるの

で，プランへの書き方を工夫したいと思う。 
 

塩見課長  西田委員から質問をいただいた，家から出ることが難しいために社会参加で

きていない方については，まさに居場所づくり事業の対象として考えている。

そこにも行けないような方については，専門職が家庭訪問をしてきっかけをつ

くるなどして，できる限りカバーしていきたいと考える。 
傾聴については，これまで，プランの中でそういう記載がなかったので，御

意見を参考にさせていただきたいと考えている。 
 
浜岡会長  本日頂戴した沢山の意見については，事務局と調整をして，プランの中に盛

り込めるものは盛り込み，最終的な修正を行って，プランの完成という流れで

考えているが，最終調整については事務局と私に御一任いただけるか。 
 
（異議なし） 

 
＜報告事項＞ 

３ 地域包括支援センターの愛称，シンボルマークの決定について 

資料４ 地域包括支援センターの愛称，シンボルマークの決定について 
＜資料説明＞ 
＜意見交換・質疑＞ なし 
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＜閉会あいさつ＞ 事務局 
 
（閉会）１６：１５ 
 
 


